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実例を交えて講演

第一小6年生が町政を問う！

議員研修

小学生議会体験

　２月６日、多古町役場を会場に
議員、執行部が参加し、香川純一
氏（議会事務局実務研究会事務局
長）による「あらためて考える議
会という舞台」と題した講演が行
われました。議員・執行部・住民
にとっていい一般質問とはどうい
うものか、注意したい発言やその

受付簿にご記入いただく
形から、受付票に記入、
受付箱に提出する形へ変
わります。

　1月18日、多古第一小学校6年生が議場見学を
しました。教育委員会の職員から議会や議場につい
て説明を受けたあと、質問をする議員役と答弁をす
る執行部役に分かれ、模擬議会を行いました。議員
役の児童は、農家が減っている問題や通学路のこと
など、日ごろから感じていることを質問し、町執行
部役の児童は町職員が作成した答弁原稿を読み上げ

ました。終了後に「緊張した！」と話す児童たちでしたが、
はきはきとした元気な声で自分たちの議会を作り上げて
いました。

取り消しなど、実例を交えた内容は非常にわかりやすく、
充実したものでした。この研修で学んだことを生かし、
よりよい議会を目指します。

議場に高校生が来訪
多古高校主権者教育

　1月17日、多古高等学校１年生が主権者教育の一環と
して、議場見学にやってきました。多古町議会からは議長
と議会運営委員長が出席し、実際の議会を模した進行がな
されました。那須委員長からは議会の運営など議員視点で
の話があり、議会事務局長からは議場の設備や多古町議会
のあらましについて説明がありました。
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議場で説明を受ける高校生

議員役10名、執行部役10名で模擬議会を行う小学生

香川純一氏

傍聴手続きが
変わります

　傍聴席へお入りの際
は傍聴規則を確認の
上、傍聴札を携帯して
ください。

受付箱

明
ら
か
に
な
り
、問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
町
の
現
状
を
伺
い
ま
す
。

町
長
国
税
通
則
法
第
74
条
の
12
第
６

項
に
よ
る
請
求
で
あ
り
、
住
民

基
本
台
帳
法
第
12
条
の
２
の
規
定
に
基
づ

き
、
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
国
税
庁
関
係
の
住
民
票
交
付
請
求

件
数
は
、平
成
27
年
か
ら
30
年
の
４

か
年
で
２
２
６
件
、
交
付
件
数
は
２
１
２

件
で
す
。
本
人
確
認
は
ど
の
よ
う
な
状
況

で
す
か
。

住
民
課
長
国
ま
た
は
地
方
公
共
団

体
の
機
関
か
ら
の
住
民

票
の
写
し
に
つ
い
て
の
交
付
請
求
は
、
本

人
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
根
拠
法
上
必
要

の
な
い
も
の
で
、
同
意
は
得
て
い
ま
せ
ん
。

問
国
税
庁
を
含
め
、請
求
を
必
要
と
す

る
事
務
の
内
容
は
、い
わ
ゆ
る
税
務

調
査
等
で
す
。
国
に
対
す
る
こ
の
件
の
要

望
、
要
請
に
た
い
し
て
総
務
省
の
回
答
は

「
国
税
通
則
法
74
条
12
は
官
公
庁
等
へ
の

協
力
要
請
で
あ
り
、自
治
体
判
断
と
な
る
」

と
し
て
い
ま
す
。
納
税
者
の
私
的
利
益
に

つ
い
て
は
個
人
情
報
が
第
三
者
に
漏
れ

幼
児
保
育
無
償
化
の
影
響
は

問
国
は
10
月
よ
り
、
す
べ
て
の
３
歳

か
ら
５
歳
児
と
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
０
歳
か
ら
２
歳
児
を
対
象
に
、
幼

児
教
育
を
無
償
化
し
ま
す
。
今
制
度
改
正

に
よ
る
影
響
を
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
幼
稚

園
２
号
認
定
に
つ
い
て
の
利
用
料
は
ど
の

よ
う
に
な
り
ま
す
か
。

町
長
幼
児
教
育
無
償
化
は
質
の
高
い

幼
児
教
育
を
保
障
す
る
と
と

も
に
、
子
育
て
世
代
の
経
済
的
負
担
軽
減

を
図
る
、
極
め
て
重
要
な
施
策
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
多
古
こ
ど
も
園
の
影
響

額
は
４
０
０
万
円
と
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら

は
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
す
る
も
の
で
す
。

２
号
認
定
に
つ
い
て
は
無
償
化
の
範
囲
内

で
す
。

問
無
償
化
に
は
、
給
食
費
は
含
ま
れ

ず
実
費
徴
収
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

０
歳
か
ら
２
歳
児
に
つ
い
て
は
所
得
制
限

を
設
け
る
形
と
な
り
、
段
階
的
に
一
番
高

い
保
育
料
で
月
６
万
円
ほ
ど
の
負
担
と
な

り
ま
す
。
本
当
に
少
子
化
対
策
と
言
う
な

ら
ば
、
所
得
制
限
を
設
け
ず
、
完
全
無
償

化
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
国
の
制
度
に
町

独
自
の
上
乗
せ
等
の
お
考
え
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

町
長
今
回
は
国
の
制
度
で
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
が
、
給
食
費
部
分

は
対
象
外
で
あ
り
、
ま
た
10
月
か
ら
の
実

施
な
ど
非
常
に
混
乱
を
来
す
内
容
で
あ
る

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
本
町
の
少
子
化

が
極
め
て
深
刻
で
あ
る
現
状
を
考
え
れ
ば
、

今
後
研
究
、
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

同
意
を
得
て
か
ら
の
交
付
を

問
所
管
の
税
務
署
や
国
税
庁
等
の
求

め
に
応
じ
て
、
住
民
票
の
写
し
が

本
人
に
無
断
で
交
付
さ
れ
て
い
る
事
実
が

国
の
幼
児
教
育
制
度
に

上
乗
せ
等
の
考
え
は

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詐
欺
被
害
や
ス
ト
ー

カ
ー
被
害
等
の
可
能
性
は
ネ
ッ
ト
環
境

が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
比
べ
、
格
段
に
高

ま
っ
て
い
る
背
景
が
あ
り
ま
す
の
で
厚
く

保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
請
求
に

対
し
て
は
、や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

本
人
同
意
の
確
認
を
原
則
と
し
て
無
断
で

交
付
し
な
い
よ
う
求
め
ま
す
。

住
民
課
長
個
人
情
報
の
目
的
外
使

用
、
外
部
提
供
は
制
限

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
外
規
定
に
あ
り
ま
す

が
、
法
令
に
基
づ
い
て
利
用
・
外
部
提
供

を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
国
ま
た
は
地
方
公

共
団
体
の
機
関
か
ら
の
請
求
は
こ
れ
に
当

た
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
ほ
か
の
質
問

【
教
育
行
政
】

　
・
就
学
援
助
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

　
・
教
職
員
多
忙
化
解
消
に
つ
い
て

　
・
少
人
数
学
級
編
制
に
つ
い
て

石
渡 

悦
子 

議
員 

（
所
要
時
間
60
分
）

問
今
後
研
究
、
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ま
す

答

※
国
税
通
則
法
第
74
条
の
12
第
６
項
…
国
税
庁

や
税
関
の
職
員
は
、
国
税
に
関
す
る
調
査
で
必

要
が
あ
る
時
、
政
府
関
係
機
関
等
に
参
考
と
な

る
帳
簿
書
類
等
の
物
件
の
閲
覧
、
提
供
な
ど
の

協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
文
。

※
住
民
基
本
台
帳
法
第
12
条
の
２
…
国
、
地
方

公
共
団
体
の
機
関
は
、
法
令
で
定
め
る
事
務
に

必
要
な
場
合
、
市
町
村
長
に
対
し
、
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
た
他
条
文
に
掲
げ
ら
れ
た
事

項
の
記
載
を
省
略
し
た
住
民
票
の
写
し
、
規
定

さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
住
民
票
記
載
事
項
証
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

条
文
。

無償化の影響はあるのか

※

※
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